
こども向け  夏の図書館イベント
l▼中央図書館☎０４２・４７５・４６４６
　▼滝山図書館☎０４２・４７１・７２１６
　▼ひばりが丘図書館☎０４２・４６３・３９９６
　▼東部図書館☎０４２・４７０・８０２２

　ARマーカーをスマートフォンやタブレットで読み取り、画面
上で絶滅種や絶滅危惧種を観察し、図鑑で調べよう。クイズも用
意しています。
a ８ 月 ２ 日㈰午後 ２時～ ３時b南部地域センター ２階講習室 １・
２e小学生（保護者同伴可）f先着１５人（保護者を除く）hスマート
フォンやタブレット、色鉛筆などi車での来場は不可jスマート
フォンやタブレットを持参できない方は、会場に用意した機器を
使って職員と一緒に観察できますk ７ 月 １ 日㈬～ ８月 １日㈯に電
話または直接ひばりが丘図書館カウンターへ（休館日を除く）l同
館

ARで学ぼう！絶滅種と絶滅危惧種ひばり

　親がインタビューしながら子の感想を引き出すことで、一緒に
楽しみながら感想文を作り上げていく講座です。
a ８ 月 ２ 日㈰午前１０時～１１時半b中央図書館 １階北開架室e小学
１・ ２ 年生と保護者f先着１５組d藤田利江氏（全国学校図書館協
議会全国SLA学校図書館スーパーバイザー）
h筆記用具、感想文を書きたい本i必ず保護
者同伴で参加を。感想文を書きたい本を事前
に親子で読んでくださいk ７ 月 １ 日㈬～ ８
月 １ 日㈯に電話または同館カウンターへ（休
館日を除く）l同館

親子で楽しむ読書感想文中央

　おすすめの本のブックリストと「シールラリーカード」を市内全
図書館で配布します。たくさん本を借りて読んだり、イベントや
おはなし会に参加してシールを集めよう。
a 7 月18日㈯～ 8月31日㈪の午前 9時～午後 7時（休館日を除く）
e幼児～小学生l中央・滝山・ひばりが丘・東部の各図書館

2026なつのシールラリー全館

　「この夏は物語の世界へ」というテーマで本とマンガを展示しま
す。マンガ以外の本は借りられます。
a 7 月 4 日㈯～ 9月 3日㈭の午前 9時～午後 7時（休館日を除く）
b中央図書館 1階北開架室e小学生以上l同館

マンガのへや中央

　調べる学習の進め方を親子で学んでみませんか。
a ８ 月 ２ 日㈰午後 １時半～ ３時b中央図書館 １階北開架室e小学
１・ ２ 年生と保護者f先着１５組d藤田利江氏（全国学校図書館協
議会全国SLA学校図書館スーパーバイザー）h筆記用具i必ず保
護者同伴で参加をk ７ 月 １ 日㈬～ ８月 １日㈯に電話または同館カ
ウンターへ（休館日を除く）l同館

親子で調べる学習にチャレンジ！中央

　夏にぴったりな少しこわい絵本の読み聞かせ、パネルシアター、
工作を行います。 ２回とも同じ内容です。
a ８ 月 ２ 日㈰午前１０時～１１時、１１時半～午後 ０時半b西部地域セ
ンター ３階第 2・ ３講習室
e幼児～小学校低学年（保
護者同伴可）f各回先着１5
人（保護者を除く）i車で
の来場不可k ７ 月 １ 日㈬
～ ８ 月 １ 日㈯に電話また
は滝山図書館カウンター
へ（休館日を除く）l同館

おもしろいけどちょっぴりこわい 
こわ～いおはなし会滝山

　暑い夏にぴったりの体が涼しくなるような、こわ
～いおはなしをきいてみませんか。
a ８ 月 ９ 日㈰▼幼児向け＝午前１１時～１１時半▼小学
生向け＝午後 ３時半～ ４時b中央図書館 １階絵本の
森e幼児～小学生i幼児向けは １人まで保護者同伴
可。小学生向けは保護者同伴不可l同館

こわ～いおはなし会中央

　「酸とアルカリ」をテーマにそれぞ
れどんな特徴があるのか、実験を通
して調べます。実験後には読み聞か
せや関連本の紹介もあります。
a ８ 月 ９ 日㈰午前１０時半～１１時半b
西部地域センター ３階第 ２・ ３講習
室e小学生、幼児（幼児は保護者の同伴必須）f先着１２人（保護者
を除く）h筆記用具i車での来場不可j協力は科学の本の読み聞
かせの会「ほんとほんと」k ７ 月 １ 日㈬～ ８月 ８日㈯に電話または
滝山図書館カウンターへ（休館日は除く）l同館

よもう！あそぼう！かがくの本
「おしゃれないろみずをつくろう！」滝山

　身近な疑問や不思議に思うこと、興味があることを図書館で調
べて、分かったことをまとめて作品にしよう。
e市内在住・在学の小・中学生j詳細は図書館nをご覧ください
k ９ 月１３日㈰までに作品を各図書館
のカウンターへ持参（休館日を除く）。
市内在学の児童・生徒
は ９ 月 １ 日㈫～１３日
㈰に学校の担任に提
出してくださいl中
央図書館

第 4 回東久留米市
「図書館を使った調べる学習コンクール」中央

図書館n
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市民生活

８ 年度国民健康保険税 
納税通知書の発送

　 ４月～ ９年 ３月までの加入月数分
を計算した ８年度の国民健康保険税
（国保税）納税通知書を ７月１０日㈮に
発送します。納付書や口座振替（普
通徴収）、年金天引き（特別徴収）の
いずれかでの納付となります。
■特別徴収の対象になる方
　世帯内の国民健康保険被保険者全
員が６５～７４歳であるなど、一定の条
件に該当する場合、国保税は特別徴
収となります（一部例外あり）。なお、
今年度から特別徴収の対象になる方
は、第 ３期まで普通徴収となり、１０
月から特別徴収が開始されます。
■特別徴収から口座振替への納付方
法変更
　納付方法を特別徴収から口座振替
に変更することができます。 ７月３１
日㈮（必着）までの手続きで、１０月の
特別徴収を中止し、１０月末から口座
振替となります。 ８月以降の手続き
は、１２月以降から中止となります。
　※これまでの納付状況から、口座
振替への変更が認められない場合が
あります。
手続きに必要なもの①国民健康保険
被保険者の資格が確認できる書類②
口座の届出印③口座振替依頼書また
は金融機関のキャッシュカード（暗
証番号が必要です）
　※②・③は国保税の口座登録がな
い方のみ必要です。お支払いいただ
く国保税の総額は変わりません。
■国保税の軽減
　国保税は住民税のような非課税制
度はありませんが、所得の少ない方
も均等割の国保税を負担することか
ら、軽減措置が設けられています。
軽減などの詳細は納税通知書に同封

するパンフレットや市nなどからご
確認ください。国保財政の健全な運
営にご理解ご協力をお
願いします。
l保険年金課国民健康
保険係☎ 042・470・
7733

8 年度後期高齢者医療保険料額
決定通知書の送付

　後期高齢者医療制度は、７５歳以上
（障害認定を受けている方は６５歳以
上）の方が対象です。 8 年度の後期
高齢者医療保険料額決定通知書と納
入通知書（以下、「通知書」）を、７月１0
日㈮に送付します。保険料の納め方
は、年金天引き（特別徴収）と、納付
書や口座振替で納めていただく普通
徴収があります。
普通徴収納付書や口座振替で納めて
いただく方。通知書に同封されてい
る納付書で納めてください。納期は
原則 ７月～ 9年 ２月の ８回です。既
に口座振替を登録している方は、納
期ごとに口座振替されます。　※国
民健康保険税の口座振替は引き継が
れません。改めて口座振替の申し込
みの手続きが必要です
特別徴収年金天引きで納めていただ
く方。年 ６回の年金支給月に介護保
険料が引かれている公的年金から天
引きされます。「①公的年金の受給額
が年額１８万円以上」、「②介護保険料
と後期高齢者医療保険料の合計額が、
１回あたりに受け取る年金額の ２分
の １ 以下」の要件を全て満たす場合、
特別徴収の対象になります。１０月か
ら特別徴収になる方は、普通徴収と
して第 ３期までを納付書または口座
振替で納付していただき、１０月の年
金支給時から特別徴収として年金天
引きされます
■年金天引きから口座振替への変更
　保険料の納付方法は、年金天引き
が原則ですが、口座振替に限り納付
方法を変更することができます。 ７

月３１日㈮までの手続きで、１０月の特
別徴収を中止し、１０月末から口座振
替となります。 ８月 ３日㈪以降の手
続きは、１２月以降から中止となりま
す。ご希望の方は保険年金課窓口（市
役所 1階）でお手続きください。
手続きに必要なもの①マイナンバー
カードまたは後期高齢者医療資格確
認書②口座番号が分かるもの（預金
通帳など）または金融機関のキャッ
シュカード（暗証番号が必要です）③
通帳届出印　※②・③は後期高齢者
医療保険料の口座登録がない方のみ
必要です。
l保険年金課高齢者医療係☎042・
470・7846

固定資産税（家屋）調査等に 
ご協力を

家屋調査について １ 月 ２ 日～ ９年 １
月 １日に新築や増築した家屋を対象
に、固定資産税・都市計画税の基と
なる評価額を算出するため、家屋調
査を行います。調査を行うときは、
事前に文書で連絡します
市内巡回について来年度の課税対象
家屋を把握するため、市職員が市全
域を巡回します。新築、増築または
取り壊しによって課税台帳との差異
がある場合には、戸別に調査を行い
ます
　※調査時には、「固定資産評価補助
員」に選任された市職員が徴税吏員
証を所持し訪問しますので、ご協力
をお願いします。
所有している家屋に変更等があった場合
の連絡について所有している家屋が
次の①～③に該当する場合は、課税
課家屋資産税係☎０４２・４７０・７７７７（内
線２３４２～２３４４）へご連絡ください。
①建物の全部または一部を取り壊し
た場合②増築した場合③未登記家屋
で相続・売買・その他の理由により
所有者を変更した場合
l同係

こども情報
なび

１８歳（高校生）までを対象とした子育て情報、
講座・スポーツなどに関する情報です。

児童扶養手当を振り込みます

　 ５月・ ６月分の児童扶養手当を指
定預金口座へ振り込みます。
振込予定日 ７ 月１４日㈫　※金融機関
によっては入金が遅れる場合があり
ますので、あらかじめご了承くださ
い。l児童青少年課助成支援係☎
０４２・４７０・７７３６

青少年の被害・非行防止 
全国強調月間

　子ども家庭庁では、学校が夏休み
に入る毎年 7 月を「青少年の被害・
非行防止全国強調月間」と定め、関
係省庁、地方公共団体および関係団
体等と連携しながら総合的な被害・
非行防止活動を展開しています。 8
年度の最重点課題「インターネット
利用におけるこどもの性被害等の防
止」について、啓発を強化します。
l児童青少年課児童青少年係☎０４２
・４７０・７７３５

子ども相談

a 7 月 7 日㈫午前 ９時半～午後 ３時
bわくわく健康プラザ（相談室 ２）c
お子さんの成長や発達、ことば、話
し方、育児疲れなどの相談を心理相
談員がお受けしますe幼児と保護者
kl電話で健康課保健サービス係☎
042・477・0022へ
� （ 6面に続く）

市n

l納税課納税係☎０４２・４７０・７７３０納期内納付にご協力ください

▪i納付確認に日数を要すことから、すでに納付された方に対しても行き
違いで発信される場合があります。また、この催告で、次のような内容
を案内することはありませんので、ご注意ください。
▼特定の金融機関や口座への振り込みをお願いすること
▼�ATM（金融機関やコンビニエンスストア等の現金自動預払機）の操作
をお願いすること
▼通帳やキャッシュカードを預けるようなお願いをすること
▼SMS内に特定のサイトやコンテンツへ誘導するリンクを含むこと

自動音声電話・SMSを利用した
納付催告を行っています

ない場合には勤務先へ給与状況などの照会をす
るなど財産の調査を行います。同調査の結果、
財産が判明した場合は、国税徴収法などに基づ
く差押えを執行し、差押えた財産は、公売、取立
により換価（換金）し、未納の税金に充当します。
　病気や失業、事業の廃止など、やむを得ない
事情により市税などの納付が困難な方は、その
ままにせず、納税課にご相談ください。電話相
談も随時受け付けています。

　市税などの納付は、金融機関・郵便局・コンビニエンススト
ア・スマホ決済などでできます。詳細は市nをご覧ください。
■市税などを期限までに納付しないとどうなるの？
　納期限までに納付しないと、延滞金を併せて納付する必要が
生じます。また、督促状などを送付しますが、それでも納付が 市n

（市税の納付）

　税負担の公平性および税収入を確保するため、
納期限を過ぎても納付確認のできない方に対して、
自動音声による電話催告のほか、SMS（ショート
メッセージサービス）による催告を実施していま
す。詳細は市nをご覧ください。

市n
（自動音声による
電話催告）

夜間・休日納付相談窓口
　夜間・休日納付相談窓口を開設し、納付相談のほか、
市税などの納付を受け付けます。納付相談は事前連絡が
あるとスムーズに進みますので、来庁日時をご連絡くだ
さい。納付書の再発行もできます（一部を除く）。
a�▼休日窓口＝ 7 月２５日㈯・２６日㈰午前 ９時～午後 １時
▼夜間窓口＝ ７ 月３１日㈮午後 ８時まで

b納税課（市役所 ２階）
i▼口座振替の手続きおよび納税
証明書の発行はできません▼保育
園保育料、保育園副食費、学童保
育所費は、納付書を持参していた
だければ領収します（納付書の再発
行はできません）

滞納処分の流れ 市n
（夜間・休日窓口）

5市民生活 こども情報なび



（ 5面から続く）

ジュニアクライミング体験教室

a 7 月 7 日・21日、 8月 4日・18日、
9月 1日・15日、いずれも火曜日午
後 6時45分～ 8時15分bスポーツセ
ンター第 １体育室e小・中学生d市
山岳連盟h靴下(シューズは貸し出
し)j主催は都、都スポーツ協会、
市体育協会k当日会場でl市体育協
会事務局☎042・４７０・２７２２

すくすく子育て相談

a ７ 月１０日㈮午前 ９時半～午後 ２時
bわくわく健康プラザc育児の相談、
身体測定e乳幼児と保護者h母子健
康手帳k市のnの申し込みフォーム
または子育て応援アプ
リ「くるめっこナビ」健
康課予約システムでl
健康課保健サービス係
☎０４２・４７７・００２２

「子どもと大人の体験塾」 
朗読劇～夏の雲は忘れない～ 
参加者募集

　朗読劇のテーマは「戦争と平和」。
一九四五年八月のヒロシマ・ナガサ
キと、西東京の空から現代を考えま
す。プロの演劇講師と一緒に演劇づ
くりを体験。セリフ・表現・チーム
ワークを学び、最後はホールで発表
します。詳細は市文化協会nをご覧
ください。
a▼練習日＝ ７ 月１２日㈰・２０日
・２６日㈰、 ８月 ２日㈰・ ９日㈰・１６
日㈰の午前 ９時～正午▼前日リハー
サル＝ ８ 月２２日㈯午後 １時集合▼舞
台発表＝ ８ 月２３日㈰午後 １ 時集合
（最終リハーサル）午後 ６時半から舞
台発表（本番）b生涯学習センターe
練習日のうち ３日以上と前日リハー
サル・舞台発表に参加可能な市内在
住・在学（小学生以上）・在勤の方d
眞喜志康壮氏（演劇ひろば）g小学生

～大学生２,０００円、大人５,０００円（親子
参加の場合はこども５００円）i練習に
はできる限り出席をj主催は同協会、
後援は市k ７ 月１０日㈮までに（必着）、
郵送（通常はがきに住所・氏名〈ふり
がな〉・年齢〈学生の場合は学校名と
学年〉・性別・電話番号を記入の上、
〒２０３−００５４、中央町 ２ − ６ −２３、
生涯学習センター内、同協会事務局
「体験塾」係宛て）または同協会nで
l同協会☎０４２・４７７・
４７００（第 ４ 月曜日を除
く、平日の午前 ９時～
午後 ５ 時）または眞喜
志☎０７０・６４６８・３１７９

児童の居場所づくり事業

　市では、公共施設などを活用して
地域の子ども達に健全な遊びを提供
する「児童の居場所づくり事業」を実
施しています。
■本村小学校（屋内）
a 7 月14日㈫午後 ４時～ ５時半b体
育館c楽しい運動遊び～ドッジビー
遊び～e小学生
■小山小学校（屋内）
a① 7月1８日②25日、いずれも土曜
日午後 １時半～ ４時半b視聴覚室c
①が空気銃をつくろう②がいろいろ
な飛行機をつくろうe乳幼児～小学
生
《共通事項》
g無料hタオル、飲み物、上履きi
▼徒歩か自転車で来場を▼食べ物は
原則持ち込み禁止▼乳幼児は保護者
同伴▼動きやすい服装で参加を▼内
容を変更する場合ありk当日会場で
l児童青少年課児童青少年係☎０４２
・４７０・７７３５

はじめてのはみがき 
“歯っぴーベイビー”

a▼ 0歳児クラス＝ ７ 月１4日㈫午前
10時～11時半bわくわく健康プラザ
（講堂）c歯の手入れ方法、むし歯予

市n

同協会n

防、親子遊びなどe満 ７カ月～１１カ
月児と保護者f先着１５組（初めての
方を優先）h母子健康
手帳・歯ブラシk ７ 月
１ 日㈬から市nの申し
込みフォームでl健康
課保健サービス係☎
042・477・0022

ＢＣＧ予防接種

a 7 月15日㈬午後 １時半～ ３時bわ
くわく健康プラザe １ 歳未満のお子
さん（標準的な接種期間は生後 ５～
８ カ月に達するまで）h母子健康手
帳、予診票j日程の都合がつかない
方は、次回 8月19日㈬でも接種可k
当日会場でl健康課予防係☎０４２・
４７７・００３０

各事業の場所や申し込み方法などの詳細は、各nをご覧ください。

滝山ひろばn 子育てひろば
上の原n

「子育てひろば」
の事業紹介

■滝山ひろば　わくわく健康プラザ２階　☎042・420・6743
事業名 日時 内容 申し込み

ねんねの会(滝山) ７月８日㈬午前10時から 親子の触れ合い遊び、
体重測定、情報交換

７月１日㈬
午前１０時からはいはいの会(滝山) ７月２２日㈬午前10時から

本村小なかよし広場 ７月３日㈮午前10時から お子さんと遊びながら育
児の情報交換 当日会場で

十小なかよし広場 ７月１０日㈮午前10時から

手作り布おもちゃの会 ７月２１日㈫午前10時から オリジナル布おもちゃ作
り 受け付け中

わくわくおはなし広場 ７月２８日㈫午前１１時から 乳幼児向けの絵本の読み
聞かせや手遊びなど

７月１４日㈫
午前１０時から

■地域子育てひろば上の原　上の原１−２−44　☎042・420・9011
事業名 日時 内容 申し込み

久留米中なかよし広場 ７月１４日㈫午前10時から お子さんと遊びながら育
児の情報交換 当日会場で

六小なかよし広場 ７月９日㈭午前10時から

おはなし広場 ７月１３日㈪午前１１時から ボランティアによる読み
聞かせや手遊びなど

７月６日㈪
午前１０時から

※７月２８日㈫は館内整備のため休館します

教室名（実施団体） 内容 開催日時 場所 対象 定員 持ち物 費用 申し込み

東久留米こども日本画教室
(東久留米日本画普及委員会)

全３日でデッサンの基本
を学び、岩絵具を用いた
日本画を実際に描き学ぶ

8月１９日㈬～2１日㈮
いずれも午前10時～正午

創美流華道会館
（前沢５−７−２７）

小学３年生～
高校生
（小学４年生
以下は保護者
の送迎が必
要）

１０人

筆記用具、エプ
ロン、靴下、新
聞紙、雑巾２枚

９００円
（資料費実費）

７月１日㈬から申し込みフォー
ム、m（higasikurume.dento@
gmail.com）またはo（０４２・
４７１・１６１６）で教室名・氏名・
住所・電話番号・学校名・学年
・生年月日（和暦）を記入の上、
東久留米市文化芸術創造のまち
実行委員会宛て送信を
■創美流華道会館・渡辺
☎０４２・４７１・４０２２

子ども書道教室
（多摩書道研究會輪

りん
書
しょ
會
かい
）

書道の基本を全３日で学
びます

８月１９日㈬～2１日㈮
いずれも午後1時半～3時

東久留米茶道　夏の体験教室
（東久留米茶道普及実行委員会）

お抹茶の点て方など茶道
の基本を夏休みに全３日
で体験

８月２５日㈫～２７日㈭
いずれも午前１０時～11時半

小学生～
高校生
（小学４年生
以下は保護者
の送迎が必
要）

筆記用具、白い
靴下、ベルトま
たは腰紐

１,５００円
（茶菓代・資料費）

子どもいけばな教室
（創美流鴻

こう
月
げつ
會
かい
）

季節の花をいける楽しみ
を全８回で学ぶ

８月１６日・３０日、９月１３日・
２７日、１０月２５日、１１月２３日
（※）、１２月１３日・２０日、いず
れも日曜日午前9時半～11時
※は （都合により変更の場
合あり）。合同発表会10月10日
㈯午前10時～正午。

筆記用具、エプ
ロン、靴下、新
聞紙、ふきん １回１，６００円

（花代）
発表会は
３，０００円
（花代）

久留米親子いけばな教室
（東久留米いけばな普及委員会）

四季の花を用いていけば
なの技術を全７回で体験

8月22日、9月５日・19日、
10月31日、11月28日、12月5
日いずれも土曜日午前10時～
11時半　※10月16日㈮午後5
時～7時は発表会として市民文
化祭（生涯学習センター）に参加

久留米中学校
第3会議室
※車での来場不可

筆記用具、エプ
ロン、上履き、
新聞紙、ふきん

　令和 ８年度文化芸術振興費補助金を活用し、次の教室を開催します。
詳細は下表の実施団体へお問い合わせください。
　※都合により日時・会場が変更となる場合があります。

令和８年度文化庁伝統文化親子教室

申し込みフォーム

市n
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夏休み学習室

　夏休み期間中、市民の皆さんの自
主学習の場として、一部の学習室を
開放します。夏休みの宿題や受験勉
強など、小学生から大人までご利用
いただけます。
a ７ 月18日㈯～ ８月３１日㈪午前 ９時
～午後 ６時　※ 7月27日㈪、 ８月24
日㈪は休館日b生涯学習センター学
習室e小学生以上（一般の方もご利
用可。未就学児の入場はお断りして
います）g無料i空き状況・入室者
数によっては利用できない場合があ
ります。利用できる日程の詳細は、
同センターnまたは同センター内掲
示で確認できますk期間中に直接同
センター窓口へl同セ
ンター☎ ０４２・４７３・
７８１１（第 ４ 月曜日を除
く午前 ９ 時～午後 ９
時）

こわいとまなびお話し会

　こわーい！が大好きな小学生、み
んな集まれ！こどもたちの大好きな
“こわい”や“ふしぎ”に中にある学び
のお話を、プロの怪談師がお届けし
ます。
a 7 月18日㈯午後 １ 時～ ２ 時（ ０ 時
半開場）b市民プラザホール（市役所
１ 階）e小学生と保護者f先着５０人
（保護者含む）dおてもと真悟氏j▼
保護者の方も参加可▼終演後、小学
生には綿あめをプレゼントk当日会
場でl同プラザ☎０４２・４７０・７８１３

和太鼓ワークショップ

　毎月開催している放課後講座の特
別版として、「まろにえ祭り2026」内
で和太鼓ワークショップを開催しま
す。最後にワークショップの成果を
パフォーマンスステージで披露しま
す。
a ７ 月19日㈰午前 9時半～11時がワ
ークショップ、午後からパフォーマ
ンスを実施（予定）b生涯学習センタ
ーロビーf先着３０人d井上玲子氏
（楽鼓代表）g５００円hタオル、飲み
物j▼未就学児は保護者同伴▼動き
やすい服装でk ７ 月 １ 日㈬午前 ９時
から電話または直接同センターへl
同センター☎０４２・４７３・７８１１（第 ４
月曜日を除く午前 ９時～午後 ９時）

離乳食教室

■離乳食ステップ ２
　離乳食 ２回食へ移行時期の離乳食
についてお伝えします。
a ７ 月２２日㈬午後 １ 時半～ ２ 時半
（ １時１５分から受け付け）c ２ 回食に
移行時期の離乳食の紹介と試食e ７
年１１月～ ８年 １月生まれのお子さん
の保護者f先着１２組
■離乳食ステップ ４
　 １歳頃から幼児食へ移行する前の
離乳食完了期の食事についてお伝え
します。
a ７ 月２２日㈬午前１０時～１１時（ ９ 時
４５分から受け付け）c離乳食完了期
の食事の紹介と試食e ７ 年 １ 月～ ８
月生まれのお子さんの保護者f先着
１０組

《共通事項》
bわくわく健康プラザ １階講堂d管
理栄養士h申し込み時に確認してく
ださいk ７ 月 １ 日㈬から市nの申し
込みフォームまたは子
育て応援アプリ「くる
めっこナビ」健康課予
約システムでl健康課
保健サービス係☎042
・477・0022

放課後の子供の居場所を考える
ワークショップ

　放課後子供教室の取り組み紹介や
今後のあり方についての検討するワ
ークショップを開催します。軽い運
動体験あり。
a ８ 月 １ 日㈯午前 9 時～正午(予定
b市役所 ７ 階７０１会議室e▼年長～
小学生の児童と保護者▼放課後子供
教室に興味・関心のある方f50人d
株式会社ルネサンスj動きやすい靴
・服装でk 6 月29日㈪～ ７月27日㈪
に電話、または市nに記載の申し込
みフォームでl▼参加応募について
＝スポーツクラブルネサンス東久留
米 24 ☎ 070・3067・
7529（平日午前11時～
午後 ６ 時）▼事業全般
について＝生涯学習課
生涯学習係☎042・470
・7784

お日さまサンサンフェスティバル 
障害のある子どもたちの参加を

　夏休みのイベント「お日さまサン
サンフェスティバル」を開催します。
生涯学習センターにたくさんの遊び
のコーナーを用意して皆さんをお待
ちしています。
a ８ 月21日㈮▼午前の部＝午前１０時
～正午▼午後の部＝午後 １時～ ３時
（入れ替え制。どちらかを選んでお
申し込みを）b生涯学習センターc
モルック・ボッチャ・ストラックア
ウト・輪投げ・つりぼりごっこ・音
遊び・太鼓、パネルシアターなど、
ホールでは音と光と風船で遊びます
e市内在住で１８歳未満の障害のある
方h飲み物、汗拭き用タオルi保護
者や施設職員など、付き添いの方同
伴での参加をお願いしますk ７ 月２3
日㈭までに、電話・o
または市文化協会nか
ら申し込みを。oの場
合はイベント名・氏名
・住所・電話番号・年
齢・同伴者の氏名を記入の上、送信
を
■ボランティアを募集
　同フェスティバルに協力していた
だけるボランティアを募集します。
活動内容は、遊びコーナーでの見守
りなどこどもたちが安全に楽しく遊
ぶことが出来るためのサポートです。
中学生以上であればどなたでも参加

できます。希望する方は、同協会n
または電話でお申し込みください。
l同協会☎042・477・4700（o同。
平日午前 ９時～午後 ５時）

高齢者・福祉

8 年度介護保険料額決定通知書
の発送

　介護保険制度は、介護が必要な方
やその家族を社会全体で支えるため
の仕組みです。６５歳以上の方が納め
る保険料、４０歳～６４歳の方が公的医
療保険の保険料と一緒に納める保険
料、公費（税金）等を財源とし、現役
世代も含めた多くの方で負担を分か
ち合うことにより成り立っています。
　６５歳以上の方が納付する ８年度の
介護保険料額決定通知書（以下、「通
知書」）を、 ７月１０日㈮に発送します。
通知書が届きましたら、今年度の保
険料の納付方法や保険料額等をご確
認ください。なお、 ８年 １月より通
知書の様式を変更しています。
■保険料の納め方
　保険料は、年金天引き（特別徴収）
か、納付書や口座振替（普通徴収）に
より納めます。納付方法を個人で選
択することはできません。通知書に
納付（納入）方法を記載していますの
で、ご確認ください。
　納付書で納める方は、記載された
納期限までに、市役所（本庁舎・各
連絡所）、通知書に記載した金融機
関・郵便局、コンビニエンスストア、
スマートフォン決済等で納付をお願
いします。納め忘れが心配な方は、
口座振替の利用をご検討ください。
■保険料の決まり方
　市全体の介護サービス等に要する
費用がまかなえるように算出された
基準額と、本人や世帯員の前年中の
所得等により区分される保険料段階
ごとに設定された保険料率によって
決まります。詳細は、通知書に同封
するパンフレットをご覧ください。
　なお、基準額、保険料段階、保険
料率は、 ３年ごとに改定され次の改
定年度は ９年度となっています。
■低所得の方に対する保険料の軽減
　ご本人、世帯員ともに市民税（均
等割）が課税されていない方（保険料
段階が第 １ 段階～第 ３ 段階の方）は、
保険料が軽減されてい
ます。なお、通知書に
記載されている保険料
額は、軽減適用後の額
です（申請は不要です）。
l介護福祉課保険係☎
０４２・４７０・７７７７(内線４９１０・４９１１)

介護保険負担割合証の一斉更新

　現在、有効期限が ７月３１日㈮まで
の「介護保険負担割合証（水色）」をお
持ちで、 ８月 １日㈯からも引き続き
交付対象となる方には、 ７月末まで
に新しい「介護保険負担割合証（桃
色）」を送付します。
　 ８月 １日㈯以降に介護サービスを
利用するときは、「介護保険被保険者
証（緑色）」と新しい「介護保険負担割

合証（桃色）」をケアマネジャーなど
に提示してください。古い負担割合
証を誤って使用すると、後に差額分
の調整が必要となる場合があります
ので、ご注意ください。
交付対象要介護（要支援）認定者およ
び事業対象者j利用者負担割合は、
毎年 ８月 １日を基準として、被保険
者本人や６５歳以上の世帯員の前年の
収入・所得等から判定しますl介護
福祉課介護サービス係☎０４２・４７０・
７７５０

認知症サポーター養成講座

　認知症は誰でもかかる可能性のあ
る病気です。たとえ認知症があって
も、地域のサポートがあれば、住み
慣れた地域で暮らすことができます。
認知症を正しく理解し、認知症のあ
る方やご家族をあたたかい目で見守
る「応援者」として認知症サポーター
講座を受講しませんか。認知症の予
防方法も一緒に学びます。
a 8 月 8 日㈯午後 ２ 時～ ３ 時半（ １
時半から受け付け）b西部地域セン
ター第 ２・ ３講習室c認知症の正し
い理解や接し方、サポーターとして
できることなどe市内在住・在勤の
方で認知症サポーター養成講座を受
講したことがない方g無料j▼受講
修了者には、「認知症サポーターカー
ド」を進呈▼西部地域包括支援セン
ター主催k ７ 月 １ 日㈬～３１日㈮に
（日曜日・祝日を除く）、電話で西部
地域包括支援センターへ。手話通訳
が必要な方は住所・氏名・生年月日
・o番号を記入の上、送信をl同セ
ンター☎０４２・472・0661、o０４２・４
20・5211

さいわい福祉センター 
「就労移行支援事業」利用者募集

利用期間障害福祉サービスの訓練等
給付の支給期間c就労に向けた訓練
および支援e原則１８歳以上の知的障
害のある方で、企業などでの就労を
希望し、採用が見込まれる方（訓練
等給付の支給決定を受けた方）　※
利用には障害者総合支援法に基づく
手続きが必要です。募集人員若干名
klさいわい福祉センター☎042・
477・2711（平日午前 9時～午後 5時）

生活圏域の変更と地域包括支援
センターの開設について

　市では、現在、市内を東部・中部
・西部の ３つの生活圏域に分け、そ
れぞれの生活圏域に地域包括支援セ
ンターを設置しています。このたび、
１０月 １ 日㈭から、生活圏域を ４つに
変更し、在宅介護支援センターを地
域包括支援センターに移行し、 ４つ
目の地域包括支援センターとして運
営を開始する予定です。詳細につい
ては、 ９月の広報でお知らせします。
l介護福祉課地域ケア係☎042・470
・7777（内線2501～2503）

市n

市n

市n

同協会n

同センターn

7高齢者・福祉こども情報なび
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救急出場体制がひっ迫して 
います！

　東京消防庁管内では、毎年 ６ 月か
ら ９ 月までに熱中症により救急搬送
される方が多く発生することから、
救急出場体制がひっ迫することが予
想されます。救急出場件数が過去最
多の令和 ６ 年は、救急車が現場に到
着するまでに平均で ８ 分５９秒かかっ
ています。出場件数が増加すると、
救急隊が到着するまでの時間が延び
てしまい、救える命を救えなくなる
恐れがあります。病院へ行こうか？
救急車を呼ぼうか？迷ったら「＃
７１１９」救急相談センター、または「東
京版救急受診ガイド」をご活用いた
だき、救急車の適正利
用にご協力をお願いし
ます。
l東久留米消防署防火
査 察 係 ☎ ０４２・４７１・
０１１９

集団回収実施報告書の提出

　市では、あらかじめ市に登録した
団体が、対象の資源物（新聞・雑誌
・段ボール・古布・アルミ缶など）
を市の登録業者に引き渡した場合、
その回収量に応じて報奨金を交付し
活動を支援しています。報奨金の交
付には、集団回収実施報告書の提出
が必要です。今回対象となるのは、
令和 8 年 １ 月～ ６ 月に実施した分の
報告書です。この期間の実施分の集
団回収実施報告書を、 ７ 月末までに
提出してください。
対象団体市に団体登録している自治
会・ＰＴA・マンションの管理組合
・ 社会福祉法人・NPO団体など
報奨金交付額回収実績量に応じて １
㎏あたり ９ 円必要書類▼集団回収実
施報告書（市役所提出用）▼前回（ 8
年 ３ 月）の報奨金交付時から団体登
録の内容に変更があった場合は「団
体登録変更届」、報奨金の支払い口
座の内容に変更があった場合は「支払 
金口座振替変更届」提出期限・ 方法 
７ 月３１日㈮までに必要書類をごみ対
策課（八幡町 ２ −１０−１０）宛て郵送ま
たは直接同課へl同課☎０４２・４７３・
2117

「東久留米駅西口昇降施設の改築及
び駅西口広場の整備に関する方針」
に基づく都市計画変更に係る東久留
米市都市計画審議会の開催について

　同方針に基づき、駅西口昇降施設
を都市計画道路の一部として位置付
けるため、都市計画法第１９条の規定
に基づき東久留米市都市計画審議会
に都市計画変更案を付議します。
　傍聴を希望する方は当日会場まで
お越しください。
a ７ 月１７日㈮午後 ２ 時～ ４ 時（予定。
1 時４０分から受け付け）b市役所 ７
階７０３会議室i個人のプライバシー
に関わる案件などがあ
るときは、会議が一部
非公開となることがあ
りますk当日会場でl
都市計画課計画調整担
当☎０４２・４７０・７７６２

飲酒運転させないTOKYO 
キャンペーン

　 ７ 月 １ 日～ ７ 日は「飲酒運転させ
ないTOKYOキャンペーン」期間で
す。同キャンペーンは、飲酒運転を
させない社会環境の醸成を目指し、
都と警視庁が関係機関・団体と連携
して実施するものです。飲酒運転は
重大事故に直結し、当事者だけでな
く周囲の人にも悲劇を招きます。ド
ライバーは、飲酒運転が悪質な犯罪
であるという認識を持つことが大切
です。また、車を運転することを知
りながら、その人に飲酒を勧めるこ
と、飲酒運転の車に同乗することも
犯罪です。「飲んだら乗るな。乗るな
ら飲むな。」を忘れず、お互いに注意
し合い、飲酒運転を撲滅しましょう。
　都都民安全総合対策本部nでは、
キャンペーンの詳細や飲食店用・駐
車場管理者用の「飲酒運転をさせな
いためのマニュアル」が掲載されて
います。また、警視庁nでは飲酒運
転の罰則などを、事例を交えて分か
りやすく掲載していますので、ぜひ
ご覧ください。
l田無警察署☎042・467・0110また
は市管理課管理調整担当☎042・470
・7764

お知らせ

第４４回市民みんなのまつりの 
開催が決定しました

　 ８ 年度市民みんなのまつり（商工
祭・農業祭）の日程が決まりました
のでお知らせします。内容について
は決まり次第、広報などでお知らせ
します。また、広報 ８ 月 １ 日号で吹
奏楽・合唱・創作ダンスなどのパフ
ォーマンスを、市役所ステージまた
は東久留米駅西口路上ステージで行
う参加者を募集予定です。

市n

a１１月１４日㈯・１５日㈰b東久留米駅
西口～市庁舎の「まろにえ富士見通
り」、市民プラザ、市民ひろばなど
l地域振興課地域振興係☎042・470
・7743

７ 年度個人情報保護制度の運用
状況と情報公開制度の利用状況

■個人情報保護制度の運用状況
　 ７ 年度の運用状況は、次の通りで
す。個人情報の開示請求の処理状況
は、請求１１件に対し開示決定 ４ 件、
一部開示決定 ７ 件、非開示決定 １ 件

（うち不存在 １ 件）でした。苦情申出、
訂正請求、利用中止請求および審査
請求はありませんでした。
■情報公開制度の利用状況
　 ７ 年度の利用状況は、次の通りで
す。公文書の開示請求の処理状況は、
請求６２件に対し開示決定３３件、一部
開示決定１９件、非開示決定１３件（う
ち不存在 ９ 件）、取り下げ ５ 件でし
た。審査請求はありませんでした。
l総務課法務・文書担当☎０４２・４７０
・７７１４

東久留米市環境審議会委員 
(市民委員)募集

　市環境審議会は、市の環境の保全
などに関する施策を総合的、計画的
に推進する上で必要な事項を調査・
審議するため、市長の附属機関とし
て設置し、学識経験者・市民・事業
者などで構成されます。今回、市民
委員を次の通り募集します。
任期 ８ 月２５日～１０年 ８ 月２４日の ２ 年
間。審議会は、年間 ２ ～ ５ 回程度、
平日の昼間に開催予定応募資格１８歳
以 上 の 市 民 選任人数 ５ 人 以 内
応募方法 ７ 月１４日㈫までに（必着、
書式自由）、「環境審議会委員希望」と
明記して、「いま関心がある環境問題

（ ３ つ）」と応募の動機を合わせて８００
字程度にまとめ（書式は自由）、住所
・氏名・生年月日・性別・電話番号
・mアドレスをご記入の上、郵送（〒
２０３−８５５５、市役所環境政策課宛て）、
m（k a n k y o s e i s a k u @ c i t y .
higashikurume.lg.jp）で送信、ま
たは直接同課（市役所 ５ 階 ８ 番窓口）
へ提出してください。選考結果は、
８ 月上旬までに通知しますl同課☎

０４２・４７０・７７５３

生活困窮者自立相談支援事業を
ご利用ください

　生活や仕事探し、家賃の支払いな
どでお困りの方、お子さんの学習面
で不安がある方が相談できる事業で
す。ご相談いただく場合には、待ち
時間緩和の観点から、可能な限り、
事前に電話で来庁日などを相談員に
お知らせください。
a開庁日の午前 ９ 時～午後 ４ 時（正
午～午後 １ 時を除く）
■自立相談支援
　相談の中で生活状況
などをお聞きし、課題
を整理し、自立に向け
た支援内容（プラン）を
支援員が一緒に考えま
す。必要に応じて、関係機関への照
会または同行支援を行います。
■住居確保給付金の支給
　離職などにより収入が減少し、住
居を喪失している方もしくは住居を
喪失するおそれのある方で要件を満
たす方に対し、住居確保給付金を支
給します。
■子どもの学習支援事業
　市内在住の中学生を対象に「経済
的事情などにより学習の機会が少な
い、学習の不安を相談できる場所が
ほしい」といった方に対して、学習
支援を行っています。
l福祉総務課☎０４２・４７０・７７４９

窓口業務の利便性向上について、
市民の方から意見を募集します

　市では「行かない、書かない、待
たない」窓口改革をはじめ、市民の
方々に、お手間を取らせない市役所
づくりを進めています。
　このたび更なる推進のため市民の
皆さんのご意見をお聞かせください。
募集期間 ７ 月 １ 日㈬～１４日㈫eどな
たでも意見募集方法①デジタル掲示
板「くるりっど」②紙媒
体（市民課〈市役所 １
階〉、各連絡所〈上の原、
ひばりヶ丘、滝山〉l
市民課住民記録窓口係
☎０４２・４７０・７７２２

市n
（自立相談
支援事業）

l施設建設課☎０４２・４７０・７７５６

　市では昭和56年 5 月31日以前に建築された木造住宅の
耐震診断や耐震改修に要する費用の一部を助成していま
す（いずれも契約前に申請をしないと助成が受けられま
せん）。
　助成対象住宅および耐震改修の対象となる工事などの
助成に関することは、今号の広報紙と同時配布するチラ
シ「東久留米市からの大切なお知らせです」、市nまたは
施設建設課（市役所 ５ 階 ６ 番窓口）で配布しているパンフ
レットをご覧ください。
■耐震診断助成金額について
上限 ５ 万円（耐震診断費用の ２ 分の １ 以内）
■耐震改修助成金額について
上限１００万円（耐震改修費用の 3 分の １ 以内）

市n
（耐震改修助成）

市n
（耐震診断助成）

木造住宅耐震助成制度のお知らせ
８年度

東京消防庁n

警視庁n都都民安全総合
対策本部n

「くるりっど」
（７月１日㈬

公開）
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会 員 募 集
◆フラダンスプアケニケニ＝a毎週木曜
日午後 ６時半～ ８時b中央町地区センタ
ーg会費月7,000円他j初心者でも経験
者でも大歓迎！無料体験あり。一緒に楽
しくフラを踊ってみませんかl横山☎
090・7210・0758
◆くるめシックスストリングス＝a月 ２
回。第一・第三金曜日午後 ４時～ 5時半
b生涯学習センターg会費月4,500円他
j仲間がいればギターは楽しくつづくl
天野☎042・474・5682
◆歴史を語る会＝a隔月 １回。基本的に
金曜日午後 1時～ 3時b生涯学習センタ
ーg会費 1 回６００円j次回は 7 月31日㈮
『江戸期に於ける三大改革』②「寛政の改
革」講師は近藤幸徳氏l飯澤☎090・4172
・3514
◆二小ミニテニスクラブ＝a毎週火曜・
金曜日午後 ７時～ ９時b市立第二小学校
体育館g入会金500円、会費年1,000円j
テニス経験のないシニアでも気軽に楽し

んでできるスポーツですl増田☎042・
458・2709
◆東久留米市ラジオ体操連盟＝a毎日午
前 9時～ 9時40分他b八幡神社駐車場g
会費年1,200円j毎朝皆さんとラジオ体
操に親しんでいます。ご見学も大歓迎で
す！l細谷☎090・8947・8994
◆リラックス健康体操＝a月 3回。日曜
日午後 1時半～ 3時b西部地域センター
g入会金1,000円、会費月2,500円jたっ
た 7秒のじっくり効く整体。ヨガ手足ツ
ボリンパ体操。女性のみl池田☎042・
475・8250
◆F・S中国語＝a月 2 回。月曜日午後
1 時～ 3 時b市民プラザ会議室（市役所
1階）g入会金2,500円、会費月2,600円j
中国語会話を楽しみませんか？初級～中
級、初心者でも安心！l野呂☎080・
6657・1373
◆М 2 スポーツ新体操＝a毎週金曜日午
後 ３時半～ 7時bわくわく健康プラザg
入会金1,000円、会費月4,500円j学年別
で楽しい曲に合わせ練習し、イベントや
試合に参加しますl黒澤☎090・1200・
6599
◆東久留米山岳連盟・トレッキングクラ

ブ＝a毎月第一水曜日午後 ６時半～ 8時
他bコミュニティーホール東本町g入会
金500円、会費 6カ月3,000円j近郊の低
山からアルプス級の山々へ月 2～ 3回計
画、参加は自由ですl高井☎090・1038
・1758
◆ユニカール東久留米＝a毎週水曜日午
前 9時～正午b青少年センターg入会金
1,000円、会費年3,000円j脳トレにもな
る楽しく適度な運動です。老若男女、初
心者歓迎l吉川☎080・6818・3065
◆銀杏会 ハーモニカ部＝a月 １ 回。午
後 ３ 時～ ５ 時他b市民プラザ会議室（市
役所 1階）g入会金２,000円j歌全般、自
分の好きな曲を練習できます。発表の場
も年何回か有りますl長棟☎０９０・4０７５
・８８１８
◆バイオリンと歌う会＝a月 １回。金曜
午後 1時半～ ３時b生涯学習センターg
入会金1,000円、会費月１,１００円他jプロ
バイオリニストの素敵な演奏で世界の名
曲を歌う楽しいひと時l藤井☎042・47４
・１５３０
◆東久留米ファイターズ＝a毎月火曜日
午後 １時～ ３時b南町運動広場g入会金
1,000円、会費年6,０００円j健康第一！打

って走って、和気あいあいプレーを楽し
んでいますl宝崎☎090・9323・8159

催 し
◆琴伝流大正琴和

なごみ

会発表会（琴伝流大正
琴和会）＝a 8 月22日㈯午後 1時（午後 0
時半開場）b西部地域センター 3 階ホー
ルg無料j聴けば口ずさめる懐かしい曲。
ソロとアンサンブルで全27曲演奏l樋口
☎090・5404・3481
◆第３３回わくわく川掃除＆川あそび（わ
くわく川掃除＆川あそび実行委員会）＝
a ９ 月２７日㈰午前１０時～午後 ４時b小山
れんげ公園（小山 ２丁目大圓寺そば）と黒
目川g無料j毎年 ７月に実施してきまし
たが、近年の猛暑を考慮し ９月に実施す
ることとしましたl豊福☎042・475・
7643
◆リトミック&音楽療法~LoveLivelyコ
ンサート（アミ・リトミック子育てサー
クル）＝a 7 月12日㈰午後 ３ 時～ ４ 時公
演bカルペディエムカフェg500円（ 0歳
7 カ月まで無料）j様々な楽器の本格的
な音色と共に、ベビーからシニアまで皆
さんと賑やかなひとときを♪l中山☎
080・1189・9663

市 民 伝 言 板

令和 ８ 年度自衛官等の各種試験案内

■一般曹候補生（陸・海・空）
応募資格採用予定月の １日現在、１８歳以
上３３歳未満の者（３２歳の者は、採用予定
月の末日現在３３歳に達していない者）
受付期間 ７ 月 １ 日㈬～ ９月 １日㈫（必着）
試験日一次試験は、 ９月１６日㈬～２７日㈰
の内指定する一日
■任期制自衛官（陸・海・空）
応募資格採用予定月の １日現在、１８歳以
上３３歳未満の者（３２歳の者は、採用予定
月の末日現在。３３歳に達していない者）
受付期間年間を通じて行っています
　※試験日や試験会場は、受け付け時に
お知らせします。
■航空学生（海・空）
応募資格令和 ９年 ４月 １日現在、１８歳以
上２４歳未満の者（平成１５年 ４ 月 ２ 日～２１
年 ４ 月 １ 日までに出生した者）のうち高
等学校卒業者または中等教育学校卒業者
（令和 ９ 年 ３ 月に高等学校または中等教
育学校を卒業見込みの者を含む）
受付期間 ７ 月 １ 日㈬～ ８月２８日㈮（必着）
試験日一次試験は、 ９月１９日㈯または２６
日㈯（試験日は、受け付け時の本人の希
望により決定します）
■防衛大学校
応募資格令和 ９年 ４月 １日現在、１８歳以
上２１歳未満（平成１８年 ４ 月 ２ 日～２１年 ４
月 １ 日までに出生した者）の志操健全、
身体強健な者のうち、高等学校卒業者ま
たは中等教育学校（外国の高等学校を含
む）卒業者（令和 ９年 ３月に高等学校また
は中等教育学校を卒業見込みの者を含
む）受付期間▼一般＝ ７ 月 １ 日㈬～１０月
１５日㈭（必着）▼推薦＝ ９月 ５日㈯～ ８日
㈫（必着）▼総合選抜＝ ９月 ５日㈯～ ８日
㈫（必着）試験日一次試験日は▼一般＝１０
月３１日㈯▼推薦＝ ９月１９日㈯・２０日㈰▼
総合選抜＝ ９月１９日㈯
■防衛医科大学校
応募資格令和 ９年 ４月 １日現在、１８歳以
上２１歳未満（平成１８年 ４ 月 ２ 日～２１年 ４
月 １ 日までに出生した者）の志操健全で
身体強健な者のうち、高等学校または中
等教育学校卒業者（令和 ９ 年 ３ 月に高等
学校または中等教育学校を卒業見込みの

者を含む）受付期間▼医学生＝ ７ 月 １ 日
㈬～１０月 ８ 日㈭（必着）▼看護学生＝ ７月
１日㈬～１０月 ２ 日㈮（必着）試験日一次試
験は、▼医学生＝１０月２４日㈯▼看護学生
＝１０月１７日㈯

《共通事項》
j▼自衛官等採用に関する詳細や応募資
格、受付期間、資料請求などはお問い合
わせください▼採用nは、「自衛隊　国分
寺」で検索をl自衛隊東京地方協力本部
国分寺募集案内所（担当・深迫）☎０４２・
３２４・１０１０、m（tokyo.pco.kokubunji@
rct.gsdf.mod.go.jp）

東村山税務署からのお願い

　東村山税務署では、 ７月10日以降、内
部事務について専担部署（業務センター）
で集約し処理する「内部事務のセンター
化」を実施します。つきましては、納税
者や税理士の皆さんには、次の事項につ
いてご理解ご協力をお願いします。
①業務センターへの申告書、申請書およ
び添付書類等の提出について
▼ｅ-Ｔａｘにより提出する場合は、東
村山税務署へ送信をお願いします。
▼書面により提出する場合は、次の業務
センターへ郵送（〒１００−８１５６、千代田区
大手町 １丁目 ３番 ３号大手町合同庁舎 ３
号館、東京国税局大手町業務センター）
をお願いします。
②業務センターから納税者・税理士の皆
さんに対し、必要に応じて電話や文書に
よりお問い合わせをする場合があります。
l東村山税務署☎042・394・6811

多摩六都科学館組合職員募集

　多摩六都科学館組合では10月 １ 日付で
採用する職員を募集します。受験申し込
み手続きなど、詳しくは同組合nをご覧
ください。
k ７ 月23日㈭までに（必
着）、指定の必要書類を
すべて同封の上、簡易書
留郵便にて同組合管理課
（西東京市芝久保町 ５ −
10−64）に提出をl同組
合事務局管理課☎042・469・6982

民事調停利用相談会

　「調停」とは、裁判所の調停委員が間に
入って話し合いにより紛争解決を図る簡

単で便利な方法です。土地建物、近隣関
係、借地借家、金銭問題、交通事故など
の「民事上のもめごと」について、裁判所
の調停委員（弁護士も含む）が調停制度の
手続き、利用方法に関して相談に応じま
す。
a ７ 月 ９ 日㈭午後 １ 時半～ ４ 時半（受け
付けは ４時終了）b市民プラザ会議室（市
役所 １ 階）f先着順g無料k当日会場で
l武蔵野民事調停協会事務局・後藤啓（は
なみずき法律事務所）☎0３・３４３４・８５３３（平
日の午前１０時～午後 ５時）

柳泉園組合　水銀濃度測定結果

　廃棄物焼却施設の排ガス中における水
銀濃度の規制値は、改正大気汚染防止法
で0.05㎎ /㎥ Nと定められています。 8
年 ２ 月～ ４ 月の測定結果（各月の １ 時間
平均値の最高値）は、 １～ ３ 号炉いずれ
も0.00㎎/㎥Nでした。
l柳泉園組合技術課☎042・470・1547

8 年度東京都子育て支援員研修 
（第 2 期）受講者募集

　保育や子育て支援分野に従事する上で、
必要な知識や技能などを有する「子育て
支援員」の養成研修です。

募集コース①地域保育コース②地域子育
て支援コース③放課後児童コース④社会
的養護コース　※カリキュラムや日程な
ど、研修の詳細は、募集要項または各申
し込み先のnをご確認ください。
a ９ 月頃から順次開始b新宿、立川など
開催方法オンデマンド（録画視聴）または
集合にて実施e都内に在住または在勤し
ている方で、今後、子育て支援員として
就業する意欲のある方k ７ 月 １ 日㈬～１５
日㈬に、各申し込み先のnからオンライ
ンまたは所定の申込書（市区町村窓口ま
たはnから入手可）を郵送（簡易書留、当
日消印有効）で申し込みを
申し込み先▼①＝都福祉保健財団☎03・
3344・8533▼②③④＝
（株）東京リーガルマイン
ド☎03・5913・6225l都
福祉局子供・子育て支援
部企画課☎03・5320・
4121

官 公 署 だ よ り

保険料の免除・納付猶予の申請
　保険料が納め忘れの状態で、万一、
障害や死亡といった不測の事態が発
生すると、障害基礎年金や遺族基礎
年金を受けられない場合があります。
　所得が少ない、失業、事業の廃止
（廃業）などの理由で保険料を納付す
ることが困難な場合には、申請をす
ることで保険料の納付が免除・猶予
となる「保険料免除制度」や「納付猶
予制度（50歳未満）」があります。マ
イナポータルからの電子申請も可能
です。
　免除の割合に応じて、一定の年金
額が保証されます。　※納付猶予の
場合は年金の受給資格期間には含ま

れますが、年金額には計算されませ
ん。
■免除等申請が可能な期間
　申請時点の ２年 １カ月前までさか
のぼって申請ができます。例えば、
８年 ７月に申請する場合、 ６年 ６月
分から ９年 ６月分の免除等申請がで
きます。
　各年度 ７月から翌年 ６月までとな
り、複数年度を申請する場合は年度
ごとに申請書が必要です。
i▼免除等申請が遅れると、もしも
の際に障害年金などを受けられない
場合があります▼前年所得（ １ 月か
ら ６ 月までは前々年所得）に基づき
審査されます▼学生の方はこの制度
を利用できませんので、「学生納付特
例制度」をご利用くださいl日本年
金機構ねんきん加入者ダイヤル☎
０５７０・００３・００４

国民年金だより

同組合n

①地域保育
コースのn

同課n
（問い合わせ全般）

②～④の
コースのn

9官公署だより




